
1/6 

○上三川町補助金等基本条例 

平成２０年３月１８日 

条例第９号 

改正 平成２４年３月２３日条例第７号 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 まちづくり補助金（第６条―第１１条） 

第３章 補助金の交付申請等（第１２条―第２０条） 

第４章 補助金等の返還等（第２１条―第２５条） 

第５章 雑則（第２６条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、補助金等の基本的な事項を定めることにより公益性を明らかにし、町

民の自主性、自立性を尊重した、健全、公正な補助金等制度の仕組みを構築することによ

り、町民一人一人がまちづくりに参画し、住民福祉の向上や地域振興など活力ある社会を

実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 町民 町内に住所を有する個人をいう。 

(2) 団体 前条の目的に沿った活動を行う法人その他の団体をいう。 

(3) 補助金等 補助金（町の特別会計への補助金を除く。）、交付金、扶助費及び現金

支出の報償費をいう。 

(4) まちづくり補助金 補助金等のうち町の自律的な権限と責任で支出するものをいう。 

(5) 事業費 まちづくり補助金のうち町民及び団体（以下「町民等」という。）が活動

又は事業を行うために必要な経費をいう。 

(6) 運営費 まちづくり補助金のうち団体を運営するために必要な経費をいう。 

（団体の要件） 

第３条 団体は、町内に活動の拠点又は事業所がなければならない。 

（町長の責務） 
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第４条 町長は、補助金等について、中長期的な財政運営を考慮し、常に十分な効果が得ら

れるよう検討を行い、住民福祉の向上を図るものとする。 

（町民等の責務） 

第５条 町民等は、補助金等を公益のため、適切に使用するものとする。 

第２章 まちづくり補助金 

（まちづくり補助金の基本原則） 

第６条 まちづくり補助金の基本原則は、次のとおりとする。 

(1) 平等機会の原則 まちづくり補助金の制度は、平等な機会が与えられなければなら

ない。 

(2) 使途限定の原則 まちづくり補助金の使途は、限定されなければならない。 

(3) 自主性自立性の原則 まちづくり補助金を受ける団体は、自立的に運営されなけれ

ばならない。 

(4) 検証可能の原則 まちづくり補助金の使途は、検証が可能なものでなければならな

い。 

(5) 透明性の原則 まちづくり補助金の制度、交付額、使途及び決算は、透明性が確保

されなければならない。 

（まちづくり補助金の基本事項） 

第７条 町民等は、まちづくり補助金について、その制度の創設、変更及び廃止（以下「創

設等」という。）を発案することができる。 

２ まちづくり補助金のうち事業費に対する補助金（以下「事業費補助金」という。）は、

合理性及び公平性を確保するため定率の補助とする。ただし、次の各号に掲げるものは、

それぞれ当該各号に定めるところによることができる。 

(1) 定率の補助が合理的でない事業の場合 定率により算定した額を基準とした適切な

額 

(2) 町が共催し、又は実行委員会の構成員となっている事業の場合 当該事業ごとに定

めた適切な額 

(3) 町の行政運営上、密接な協力関係にある団体が行う事業の場合 当該事業ごとに定

めた適切な額 

(4) 法令等により町が実施することが義務付けられている事業の場合 当該事業ごとに

定めた適切な額 

(5) 町の行政運営上、特に必要と認められる事業の場合 当該事業ごとに定めた適切な
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額 

３ 町長が特に必要と認めたときは、前項第２号から第５号までの事業を行う団体には、第

３条の要件は必要としないものとする。 

４ まちづくり補助金のうち運営費に対する補助金（以下「運営費補助金」という。）は、

団体が自立することを目的に支給する。ただし、町の行政運営上、密接な協力関係にある

団体の運営費補助金は、この限りでない。 

５ まちづくり補助金のうち扶助費は、社会情勢、町の財政状況及び類似した制度との均衡

を考慮し、平均的な本人等の負担額に対しての適切な額とする。 

（制度の発案等の申請） 

第８条 まちづくり補助金の制度の創設等を発案し、又はまちづくり補助金のうち町長が指

定する補助金を利用しようとする町民等（利用しようとする場合においては、前条第３項

の規定により、第３条の要件を必要としない団体を含む。）は、町長に申請しなければな

らない。 

（制度の創設等又は利用の決定） 

第９条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その創設等又

は利用について決定する。 

２ 前項の規定により決定を受けた者は、その決定について、町長に意見を述べることがで

きるものとする。 

（まちづくり補助金の審査） 

第１０条 前条第１項の規定による審査は、別に定める審査機関により行うものとする。 

（まちづくり補助金の評価等） 

第１１条 まちづくり補助金のうち町長が指定する補助金を利用する団体（第７条第３項の

規定により、第３条の要件を必要としない団体を含む。）は、目標を設定し、自らその評

価を行わなければならない。 

第３章 補助金の交付申請等 

（補助金の交付の申請） 

第１２条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、町長に申

請しなければならない。 

（補助金の交付の決定） 

第１３条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容が適正であるかどうか

を審査し、補助金の交付について決定する。 
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２ 前項の場合において、町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要な指示又は条

件を付することができる。 

（補助金の交付の申請の取下げ） 

第１４条 交付申請者は、前条第２項の指示又は条件により実施が困難なときは、申請を取

り下げることができる。 

２ 補助金の交付の申請の取下げがあったときは、交付の決定はなかったものとみなす。 

（補助金の交付決定の変更） 

第１５条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「受給権者」という。）が、申請の内容等

を変更しようとするときは、すみやかに町長に申請し、承認を受けなければならない。 

２ 補助金の交付の決定を受けた事業が予定の期間内に完了しないとき又は遂行が困難な

ときは、すみやかにその原因等を町長に報告し、その指示を受けなければならない。 

３ 町長は、第１項の規定による申請又は前項の規定による報告があった場合には、補助金

の交付の決定を変更し、又は取り消すことができる。 

（補助金の実績報告） 

第１６条 受給権者は、その事業を完了したときは、町長に実績を報告しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１７条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合には、関係書類の審査及び必要に応

じて行う現地調査により、交付決定の内容及び条件等に適合しているかを調査し、適合し

ていると認めた場合は補助金の額を確定する。 

（是正のための措置） 

第１８条 町長は、第１６条の規定による報告を受けた場合に、補助金の交付の決定の内容

及び条件等に適合していないと認めるときは、適合させるための措置を取るよう命ずるこ

とができる。 

（補助金の交付の請求） 

第１９条 受給権者は、補助金の額の確定を受けた場合に、補助金の交付を請求することが

できる。 

（補助金の概算払い等） 

第２０条 受給権者は、必要がある場合に、概算払い又は前金払いを請求することができる。 

２ 前項の規定による請求を受けた場合は、町長は、その内容を審査し適当と認めたときは、

交付を決定した額の範囲内で概算払い又は前金払いをすることができる。 

第４章 補助金等の返還等 
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（補助金等の立入検査権等） 

第２１条 町長は、補助金等の適正化を図るため必要があると認めるときは、補助金等に関

する報告を求め、又は町長が命じた職員をしてその事業所等に立ち入らせて、帳簿若しく

はその他の物件を検査することができる。 

（補助金等の目的外使用の禁止） 

第２２条 補助金等の交付を受けた者（以下「受給者」という。）は、目的外に補助金等を

使用してはならない。 

（補助金等の交付決定の取消し） 

第２３条 町長は、次の事項に該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定を取り消す

ことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。 

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。 

(3) 補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

(4) 法令等の規定に違反したとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。 

（補助金等の返還等） 

第２４条 受給者が前条の規定に該当した場合には、町長は補助金等の支給を取りやめると

ともに、返還を命ずることができる。 

（財産処分の制限） 

第２５条 受給者は、補助金等を受けて取得し、整備し、又は効用の増加した財産を補助金

等の交付の目的に反して使用し、転用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供して

はならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。 

第５章 雑則 

（委任規定） 

第２６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例に規定する手続きについては、前項の施行日前においても行うことができる。 

附 則（平成２４年条例第７号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（上三川町補助金等審議会条例の廃止） 

２ 上三川町補助金等審議会条例（平成１７年上三川町条例第４３号）は、廃止する。 

 


